
個人情報保護法施行条例制定

今回の条例制定によって、個人情報のセ
キュリティに影響はあるのか。
国が制定した法律のルールで取り扱って
いくことになるが、高山市のルールは標

準的な内容であるた
め、市民への影響は
ない。また、セキュ
リティに関しても同
様の扱いとなり、大
きく変わるものでは
ない。

■問
■答

情報通信技術を活用した行政の
推進に関する条例制定
デジタルデバイト（情報通信格差）の対策
は。
現在も「高齢者向けのデジタルなんでも
相談会」や「スマートフォン教室」などの開

催を行っており、今
後も機会を設けてい
きたい。一方、デジ
タルでの手続きが難
しい市民の方もみえ
るため、窓口での丁
寧な対応を進める。

■問
■答

高山市福祉医療費助成条例の
一部改正について

高校生までの医療費無料化についての県
内21市の状況と助成対象は。
高校生などを助成対象としているのは９
市、その内、入院・外来とも助成対象と

しているのは７市、入院のみ助成対象としている
のは２市である。高山市
は、１８歳到達後最初の
年度末まで、高校生、就
業者等に関係なく、入院・
外来の保険診療に係る分
を全て対象とする。

■問
■答

電子カルテシステム取得について

診療所における電子カルテシステム更新
によるメリットは。
医師が往診や訪問診療の際に現地で電子
カルテを操作し直接入力ができるように

なり、処方箋等もその場で発行できる。
　さらには、市内の国
保診療所間で情報共有
が可能となり、医師が
兼務する診療所では、
素早い対応が可能とな
る。

■問
■答

大規模開発による都市公園の
移設等に伴う市道路線の廃止
今後、大規模開発事業が出てきた場合、
諸計画の中での位置づけなどを示す指

導要綱などが必要ではないか。
指導要綱については検討させていただ
く。今回の事案についても慎重に検討

するとともに上位計画である都市基本計画や
緑の基本計画との整合性も踏まえ判断したが、
将来の在り方という点を意識し、今後もまちづ
くり条例等による指導に努めていく。

■問
■答

都市計画道路 松之木千島線 道路新
設事業に伴う市道路線の変更
起点と終点への信号機設置について関係機
関との調整は。
松之木側、江名子側ど
ちらの交差点について

も公安委員会と協議を進めて
いる。信号機の設置条件とな
る滞留場所の設置など、形状
については信号機の設置条件を満たす形で交差点
設計を計画し地権者の理解も得ている。

■問
■答
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